
 

修繕特記仕様書 

修繕名 千葉市山王公民館外２館 フェンス修繕 

 

(修繕場所・連絡先） 

 山王公民館  稲毛区六方町 55-29     043-421-1121 

 葛城公民館  中央区葛城 2 丁目 9-2    043-222-8554 

 都賀公民館  稲毛区作草部 2丁目 8-53  043-251-7670 

 

 

（修繕期間）  令和６年３月 15 日まで 

（修繕内容） 

１ 山王公民館 

  ・既存フェンスを撤去の上、新規にアルミフェンスを設置する。 

    アルミフェンス   H=800  PPA1型（四国化成建材）同等品 38.3ｍ 

  ・既存コンクリート基礎 クラック補修（樹脂モルタル充填）  一式 

  ・既存フェンス部分補修 手摺子・下桟交換他         一式 

 

２ 葛城公民館 

  ・既存フェンスを撤去の上、新規にアルミフェンスを設置する。 

    アルミフェンス   H=800  PPA1 型（四国化成建材）同等品 28.0ｍ 

  ・既存コンクリートブロック基礎補修（樹脂モルタル充填）   一式 

  ・既存フェンス部分補修 手摺子・下桟交換他         一式 

 

３ 都賀公民館 

  ・既存フェンスを撤去の上、新規にアルミフェンスを設置する。 

    アルミフェンス   H=1000  PPA1 型（四国化成建材）同等品 23.5ｍ 

  ・既存コンクリート基礎 クラック補修（樹脂モルタル充填）  一式 

  ・既存フェンス部分補修 手摺子・下桟交換他         一式 

 



  

 

（特記事項） 

   ・公民館管理者との連絡調整を密に行い、作業日時は事前連絡すること。 

   ・歩行者・車両・公民館利用者の安全確保のため、適宜交通誘導員を配置すること。 

   ・具体的な作業内容は事前に公民館管理者に説明し、了解を得ること。 

修繕箇所・作業範囲・公民館利用者への安全配慮措置 

作業日・作業時間・作業に障害となる物品の移動等 

特に騒音が発生する作業は、事前に公民館管理者の了解を得ること。 

・市担当者立会いの上、事前調査を行い、施工計画書・施工図を作成し、市担当者の

承諾を得て施工すること。 

上記により決定した施工数量が「修繕数量内訳」と増減が生じ、契約変更の必要が

ある場合は、協議する。 

・別途工事業者等がある場合は、連絡を密にし、施工調整すること。 

・既存解体撤去発生材は場外に適切に処分すること。 

・その他必要事項は「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）」による。 

  

  



１ 山王公民館 修繕箇所図 

 

      アルミフェンス新設部分 
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２ 葛城公民館  修繕箇所図 

 

      アルミフェンス新設部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 都賀公民館 修繕箇所図 

 

 

      アルミフェンス新設部分 
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